
  

 

1. 研究の背景と目的  

90 年代、一連の大店法の改正により大規模な商業施設の

立地が急増したが、その多くは郊外に立地することで周辺

環境に負荷を与え、郊外における土地利用を混乱させるに

至った。さらに、郊外に立地した商業施設は、市街地での

商業活動に大きな影響を与え、中心市街地の衰退の一因と

もなった。こうしたなかで、近年の地方都市における市街

化調整区域において、商業施設の立地が増加傾向にある 1）。

これは、市街化調整区域における現行の土地利用規制制度

との矛盾･乖離が生じていると想定できる。 
商業施設の立地動向と土地利用規制制度との関係を扱っ

た既往研究には、立地動向と用途地域との乖離を明らかに

したもの 2）、未線引き用途無指定地域での商業施設の立地動

向を明らかにしたもの 3）、大型店の立地制御における現行土

地利用規制制度の限界を明らかにしたもの 4）などがある。

しかし、こうした既往研究の多くは、大規模な物販系商業

施設のみを扱った研究であり、コンビニエンスストアなど

の小規模な物販系商業施設や、飲食店・宿泊施設・娯楽施

設などのサービス系商業施設を含めたものは少ない（1）。ま

た、商業施設の立地動向の把握にとどまった研究が多く、

商業施設の立地特性や市街化調整区域での商業施設の立地

における許可基準の実態までを解明したものはない。特に

市街化調整区域における開発許可制度では、商業施設の立

地特性によって許可基準が異なるため（2）、立地特性を解明

することは現行制度の実効性を検証するうえで有効な手段

となる。 
そこで本研究では、商業系施設（3）の立地動向と立地特性

を解明し、制度の運用状況を比較することによって、市街

化調整区域における商業系施設に対する土地利用規制制度

の実効性を検証することを目的とする。 

2. 研究の方法  

研究の方法としては、小規模な物販系商業施設やサービ

ス系商業施設を研究対象施設（4）に含めることによって、都

市全体の商業系施設の立地動向を把握する。また、商業系

施設の類型化を行い立地動向と立地要因の関係性を明らか

にすることによって、商業系施設の立地特性を解明する。

そして、商業系施設の立地動向・立地特性と制度の運用状

況を、統計的分析や即地的分析を用いて比較することによ

って市街化調整区域における現行制度の実効性を検証する。 
研究対象地域としては、地方都市のなかでも商業活動が

活発で郊外化の要因が大きい（5）茨城県の都市部を研究対象

地域として選定した。さらに、茨城県の商圏調査 5）により、

特につくば市・土浦市において居住人口よりも商圏人口の

割合が高いことから、この 2 市（6）において商業系施設の立

地動向を把握した。また、商業系施設を類型化し立地特性

を明らかにするために、既存商業系施設の影響が少ないつ

くば市を対象として分析を行った。 
研究データの収集方法としては、建築基準法第 6 条 1 項 1

号から 3 号に該当する建築面積 100 ㎡以上の建築物の建築

計画概要書から、1981～2000 年の 20 年間における新築の商

業系施設の立地時期･用途地域･主要用途･敷地面積･建築面

積･延べ床面積･地番を収集した。さらに、市街化調整区域

での許可事由は、開発許可台帳・建築許可台帳・既存宅地

台帳によって確認した。また、詳細な業種･業態については

各時期における住宅地図を用いて確認した（7）。 
 

3. 商業系施設の立地動向の把握  

3-1 用途地域別建築件数・商業系床面積の推移 

 用途地域別の建築件数の推移（図 1）をみてみると、商業

系用途地域においては、80 年代には年間約 10～15 件（年間
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立地件数の約 20％）であったが 80 年代後半から減少をはじ

め、90 年代に入ると年間 10 件（約 10％）を下回るまで減

少した。一方、混在住居系用途地域や市街化調整区域では、

80 年代後半から増加し、90 年代後半には混在住居系用途地

域で約 30 件（約 30％）・市街化調整区域で約 40～50 件（約

50％）にまで増加した。 
 用途地域別の商業系床面積の推移（図 2）をみてみると、

商業系用途地域においては、85・91・94 年において大規模

な商業系施設が立地し床面積が急増している時期もあるが、

それ以外の時期では 80 年代には年間約 10,000 ㎡（年間床面

積の約 40％）であった。しかし 90 年代前半から減少をはじ

め、90 年代後半には年間約 4,000 ㎡（約 10％）を下回るま

で減少した。一方、混在住居系用途地域や市街化調整区域

では、80 年代後半から増加し、90 年代後半には混在住居系

用途地域で約 18,000 ㎡（約 30％）・市街化調整区域で 20,000
㎡（約 40％）まで増加した。 
以上の結果から、商業系用途地域に立地する商業系施設

は、件数・面積とも 80 年代後半から減少傾向にあり、かわ

って混在住居系用途地域や市街化調整区域において80年代

後半から増加傾向にある。特に 90 年代後半においては、商

業系施設の建築件数の約 5 割・商業系床面積の約 4 割が、

市街化調整区域において立地している。 
 
3-2 用途地域別商業系床面積規模の推移 
 用途地域別の商業系床面積規模の推移（図 3）をみてみる

と、商業系床面積規模 3000 ㎡以上の大規模な商業系施設の

立地動向は、80 年代前半には商業系用途地域において最も

多く立地していたが、80 年代後半になると商業系用途地域

の立地が減少し、市街化調整区域においての立地が増加す

るようになった。また、90 年代前半になると混在住居系用

途地域でも立地がみられるようになった。そして、90 年代

後半になると商業系用途地域の立地がさらに減少し、かわ

って混在住居系用途地域や市街化調整区域においての立地

が増加した。 
一方、商業系床面積規模 299 ㎡以下の小規模な商業系施

設の立地動向は、80 年代にはいずれの地域でもそれほど多

く立地していなかったが、90 年代前半になると市街化調整

区域で増加をはじめ、90 年代後半には混在住居系用途地域

においても増加がみられた。 
以上の結果から、80 年代後半以降、商業系施設の多くが

混在住居系用途地域や市街化調整区域において急速に立地

が進んだが、それは大規模な商業施設だけではなく小規模

な商業施設においても、郊外立地が進んでいたことがわか

る。これは、相対的に地価の高い商業系用途地域では用地

取得が困難となったため、地価の安い市街化調整区域にお

いても許可されるような商業系施設は、急速に郊外に流出

していったことと、市街化調整区域がモータリゼーション

による消費活動の変化に対応しやすかったことなどが要因

として考えられる。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3-3 商業系施設の類型別立地動向 

 商業系施設の立地動向をより詳細に把握するために、物

販系商業施設とサービス系商業施設の中でも飲食店を対象

として、業種･業態･敷地面積規模･商業系床面積規模を変数

としてそれぞれクラスター分析（ウォード法）を行った。

その結果、物販系商業施設では 9 パターン、サービス系商
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図3 用途地域別商業系床面積規模の推移 
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図2 商業系施設の用途地域別床面積の推移 

 
 

 

 
 

注…商業系（商業地域・近隣商業地域）、低層住居系（第

1・2種低層住居専用地域、第1種住居専用地域）、

中高層住居系（第1・2種中高層住居専用地域、第2

種住居専用地域）、混在住居系（第1・2種住居地域、

準住居地域、住居地域）、工業系（準工業地域、工

業地域）下線部は96年以前の用途地域 

図1 商業系施設の用途地域別建築件数の推移 
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業施設の飲食店が 6 パターンに分類された。これに、宿泊

施設、理容院・美容院、娯楽施設の 3 パターンを加え、商

業系施設を 18 パターンに分類したのが表 1 である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 次に類型別立地動向（表 2）をみると、市街化調整区域に

おける小規模商業系施設の立地動向は、都市計画法 34 条 1
号（以下、1 号許可）における独立型小規模店舗（買回り品

店）・チェーン展開型小規模店舗（CV）・独立店型小規模飲

食店（小規模敷地型）によるものと、都市計画法 34 条 8 号

（以下、8 号許可）と 1 号許可における給油施設・独立店型

小規模飲食店（中規模敷地型）・チェーン展開型小規模飲食

店によるものが大部分を占めている。また、この中で特に

90 年代の立地が多いのが、チェーン展開型小規模店舗

（CV）・独立店型小規模飲食店（小規模敷地型）・チェーン

展開型小規模飲食店であることから、小規模な商業系施設

の郊外立地は、これらの類型によって引き起こされている

と考えられる。一方、市街化調整区域における大規模商業

系施設の立地動向は、都市計画法 34 条 10 号ロ（以下、10
号ロ許可）による複合商業施設や既存宅地制度による宿泊

施設や娯楽施設などによるものが大部分を占めている。 
 
4. 商業系施設の立地特性の解明  

商業系施設の立地動向と立地要因との関係性を明らかに

することによって類型別の立地特性を解明し、制度の運用

状況とを比較するために、つくば市を対象地域として商業

系施設の内的要因（敷地面積・商業系床面積）と外的要因（8）

（各時期における大字・町丁目単位の人口と交通量）を用

いて主成分分析を行った。その結果が表 3 である。各変数

の主成分負荷量をみると、第 1 主成分は敷地面積や商業系

床面積の係数が負の値で大きくなっている。したがって、

これを「店舗規模を表す軸＝店舗規模軸」であると解釈し

た。また第 2 主成分は、人口の係数が負の値で大きく交通

量が正の値で大きいことから「商圏規模を表す軸＝商圏規

模軸」であると解釈した（9）。また、寄与率が第 2 主成分で

68.0％となったために、第 2 主成分までを用いることにする。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
さらに、この主成分分析によって得られた主成分得点を

それぞれの類型別に平均化し、クラスター分析（ウォード

法）によって分類した。その結果を踏まえて X 軸・Y 軸を

設定し、類型を 4 つの立地特性（小規模狭域型・小規模広

域型・大規模狭域型・大規模広域型）に分類したのが図 4
である。90 年代において郊外立地の進んだチェーン展開型

小規模店舗（CV）・チェーン展開型小規模飲食店などは小

規模広域型の特性を持っている。 

表2 商業系施設の類型別立地動向 

80年
代前
半

80年
代後
半

90年
代前
半

90年
代後
半

商業
系

低層
住居
系

中高
層住
居系

混在
住居
系

工業
系

34条
1号

34条
8号

24条
10号

既存
宅地

その
他・
不明

11
独立型小規模店
舗（最寄り品店） 8 7 5 10 2 7 7 11 1 1 1

12
独立型小規模店
舗（買回り品店） 18 6 11 12 1 9 10 23 2 2

13
独立型中規模店
舗 2 5 7 4 3 10 1 3 1

14
チェーン展開型
小規模店舗 4 4 8 12 1 3 10 9 4 1

15
チェーン展開型
小規模店舗（CV） 11 6 45 26 3 10 21 49 5

16
チェーン展開型
中規模店舗 3 8 8 6 5 14 6

17
チェーン展開型
大規模店舗 3 14 14 24 1 12 34 1 5 2

18 給油施設
10 6 24 3 3 4 17 12 4 3

19 複合商業施設
2 1 3 4 3 1 2 2 1 1

21
独立店型小規模
飲食店（小敷型） 26 28 35 37 1 33 13 72 1 6

22
独立店型小規模
飲食店（中敷型） 17 17 19 16 1 16 9 18 15 1 9

23
独立店型中規模
飲食店 17 10 16 14 1 23 18 1 8 4 2

24
チェーン展開型
小規模飲食店 12 9 17 45 2 6 27 28 16 4

25
チェーン展開型
中規模飲食店 9 6 8 9 1 4 14 10 3

26 大規模飲食店
4 4 2 9 2 3 4 2 6 1 1

31 宿泊施設
27 6 3 6 3 1 13 1 5 10 9

32 理容院・美容院
8 6 4 24 2 1 20 6 11 1 1

33 娯楽施設
10 12 15 9 1 4 9 2 1 29
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立地時期
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系
商
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サ
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表3 主成分分析の結果 
第1主成分 第2主成分 第3主成分 第4主成分 寄与率

敷地面積 -0.87276 -0.18325 0.05574 0.44901 1.00000

商業系用途面積 -0.88081 -0.12744 0.06113 -0.45189 1.00000
人口 0.26262 -0.67921 0.68520 -0.01428 1.00000
交通量 -0.12260 0.76514 0.63178 0.01960 1.00000

固有値 1.62152 1.09659 0.87549 0.40640
寄与率 40.538 27.415 21.887 10.160

累積寄与率 40.538 67.953 89.840 100.000
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図4 類型別立地特性の分類（図中の数字は表１と対応する） 

 小規模狭域型 

 大規模広域型 
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表1 商業系施設の類型
内容

11 独立型小規模店舗(最寄り品店)
主に飲食料品や衣服・身の回り品を扱う独立店である小規模店舗
 （商業系床面積299㎡以下）

12 独立型小規模店舗(買回り品店)
主に家具・機械器具などを扱う独立店である小規模店舗
 （商業系床面積299㎡以下）

13 独立型中規模店舗
主に衣服・身の回り品を扱う独立店である中規模店舗
（商業系床面積300～499㎡）

14 チェーン展開型小規模店舗
主に衣服身の回り品や機械器具を扱うチェーン展開している小規模店舗（商
業系床面積299㎡以下）

15 チェーン展開型小規模店舗(CV)
主に各種商品を取り扱うコンビニエンスストア形式のチェーン展開している
小規模店舗（商業系床面積299㎡以下）

16 チェーン展開型中規模店舗
主に衣服・身の回り品や自動車関連などを扱うチェーン展開している中規模
店舗（商業系床面積300～499㎡）

17 チェーン展開型大規模店舗
主に飲食料品や家電や書籍や衣服などを扱うチェーン展開している大規模店
舗（商業系床面積500㎡以上）

18 給油施設 ガソリンスタンド

19 複合商業施設 主に各種テナントが入居している複合商業施設

21 独立店型小規模飲食店(小敷型)
主に小規模な敷地（敷地面積300～499㎡以下）に小規模な飲食店（商業系床
面積299㎡以下）の独立店である小規模飲食店

22 独立店型小規模飲食店(中敷型)
中規模な敷地（敷地面積500～999㎡）に小規模な飲食店（商業系床面積299
㎡以下）の独立店である小規模飲食店

23 独立店型中規模飲食店
中規模な敷地（敷地面積500～999㎡）に中規模な飲食店（商業系面積300～
499㎡）の独立店である中規模飲食店

24 チェーン展開型小規模飲食店
主にファストフードや小規模なファミリーレストランなどを含むチェーン展
開している小規模飲食店（敷地面積300～499㎡・商業系床面積299㎡以下）

25 チェーン展開型中規模飲食店
主に中規模なファミリーレストランなどを含むチェーン展開している中規模
飲食店型（敷地面積500～999㎡・商業系床面積300～499㎡）

26 大規模飲食店
大規模な敷地（敷地面積1000㎡以上）に大規模な飲食店（商業系床面積500
㎡以上）の大規模飲食店

31 宿泊施設 ホテルや旅館

32 理容院・美容院 理容院や美容院

33 娯楽施設 パチンコやゲームセンターやカラオケなどの娯楽施設

物
販
系
商
業
施
設

サ
ー

ビ
ス
系
商
業
施
設

商業系施設の類型

＊ CV…コンビニエンスストア、 小敷型／中敷型…小規模敷地型／中規模敷地型
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5. 土地利用規制制度の実効性の検証  

5-1 統計的分析からみる制度の運用状況 
 商業系施設の立地特性と制度の運用状況を比較したのが

図 5・6 である。この比較から、制度の運用状況の特徴を抽

出し、現行制度の実効性を検証する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1）1号許可の拡大化 

 商業系施設の類型化によって得られた立地特性と制度の

運用状況を比較すると、市街化調整区域における 1 号許可

の適用範囲は、1 号許可の本来の目的である「市街化調整区

域内居住者の日常生活に必要な店舗（小規模狭域型店舗）」

という枠組みを超えて、小規模広域型の立地特性を持った

チェーン展開型小規模店舗やチェーン展開型小規模飲食店

などが適用範囲に含まれている。このような 1 号許可の適

用範囲の拡大化は、開発許可制度創設当初の「店舗規模は

その店舗の広域性に比例する」という概念の範疇では対応

しきれなかったことが考えられる。図 7 は、現在 1 号許可

で立地している小規模広域型の立地特性を持った商業系施

設の年代別立地特性である。これをみると、80 年代には小

規模狭域型の立地特性であった商業系施設が、商業活動の

変化などにより90年代になると小規模広域型の立地特性に 
変化している。した

がって、従来は 1 号

許可で許可していた

ため、立地特性が変

化しても 1 号許可で

許可せざるを得なく

なっている。こうし

た現行制度では、小

規模広域型の店舗を

適切に規制・誘導す

ることが困難である。 
2）1号許可と8号許可の混在化 

 1 号許可の拡大化によって、1 号許可（日常生活に必要な

店舗）と 8 号許可（市街化区域に建設することが困難な沿

道サービス施設）との区別が困難となり許可の混在化を引

き起こしている。これにより、チェーン展開型小規模店舗・

独立型小規模飲食店（中規模敷地型）・チェーン展開型小規

模飲食店においては、どちらの許可でも立地が可能となっ

ている。こうした許可の混在化は、それぞれの許可の目的

に従って適切に規制・誘導していくはずの商業系施設が、

本来の許可の目的とは乖離した運用となっているため、比

較的自由に立地できる状態になっているのが現状である。  
3）大規模商業系施設の立地 

 1号許可や8号許可で立地できない規模や業種の商業系施

設は、10 号ロ許可や既存宅地制度を用いて立地しているの

が現状である。こういった商業系施設には大規模なものが

多く、周辺へ与える影響も大きいことから市街化調整区域

に新たな商業集積地を生み出す可能性がある。 
 以上の統計的分析による立地特性と制度の運用状況の比

較からみる現行制度の問題点をまとめたのが図 8 である。 
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5-2 即地的分析からみる制度の運用状況 
商業系施設を許可事由別にプロットしたのが図9である。

この図から市街化調整区域における商業集積地の特徴を抽

出し、現行制度の実効性を検証する。 
1）1号許可による集積（古来地区） 

古来地区では、1 号許可によって 90 年代前半から急増し

た小規模広域型のチェーン展開型小規模店舗やチェーン展

開型小規模飲食店などが多数集積している。この地区は、

人口 614 人・199 世帯であるが、これは質的・量的にも日常

生活において必要以上の商業系施設が集積している。これ

は、表 4 の茨城県開発許可運用基準にあるように、同業種

間の距離制限が無いことや95年まで集団立地の条件が無か

ったことに起因すると考えられる。また、この地区の集落

は幹線道路よりも北西に約 200ｍ離れた位置にあるが、ほと

んどの商業系施設が集落内ではなく幹線道路沿線に立地し

ている。したがって、決して市街化調整区域内居住者だけ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
を対象としている商業系施設で

ないことがわかる。これは、許

可運用基準の立地基準が、既存

集落内だけではなく既存集落と

密接な関係がある地域というよ 
うな曖昧な地域までを含めていることに起因すると考えら

れる。このように１号許可運用基準の立地条件と集積条件

が不十分なために、市街化調整区域内においても幹線道路

沿線に無秩序な商業集積地が形成されている。 
2）1号許可と既存宅地制度による集積（小野崎地区） 

 小野崎地区では、市街化区域に近接・隣接していること

から既存宅地制度によって本来ならば市街化調整区域には

立地することが不適切な宿泊施設や娯楽施設が立地してい

る。これは茨城県既存宅地確認事務取扱基準の用途に関す

る記述が、「当該土地の存する集落の土地利用及び隣接又は

近接する市街化区域の用途地域等と整合が図られること」 
と曖昧な表現になっており、実際にはどんな用途

の建築物でも許容されているからである。さらに、

この取扱基準には「物品販売業用の店舗及びパチ

ンコ店等の敷地は幅員 4ｍ以上の道路に接するこ

と」という記述もあり、実際には既存宅地制度に

よる商業系施設の開発は容認されていたのが実態

である。また、この既存宅地制度による商業系施

設の周辺には、古来地区と同様に 90 年代前半から

急増した 1 号許可による小規模広域型のチェーン

展開型小規模飲食店などが多数集積している。 

表4 茨城県開発許可運用基準（1号許可・8号許可）＊参考文献6）7）を基に作成 

敷地面積
業務の用に供
する建築面積

各種商品小売、飲食店、日用
雑貨品

500㎡以内  50～200㎡

コンビニエンスストア・ファスト
フード店、ガソリンスタンド

1000㎡以内  50～200㎡

理髪店・美容院、自動車･オー
トバイ小売、クリーニング店

500㎡以内  25～200㎡

ガソリンスタンド 1000㎡以上 なし

一般ドライブイン 1000㎡以上 なし

大型ドライブイン 5000㎡以上 なし

面積
立地用途

① 半径500ｍ以内に住宅が100戸以上あり、既存集落
　　と密接な関係がある地域。又は、調整区域の50戸
　　以上の住宅が連担する集落内地域。
② 路地上敷地でないこと
③ 道路幅員2.7ｍ以上であること
④ 申請地は、原則既存の集落内か隣接すること
⑤ 同業種間及び市街化区域からの距離は問わない
⑥ 敷地が接する集団立地は2店舗まで（95年以降）

１
号
許
可

８
号
許
可

① 道路幅員8ｍ以上、かつ車道幅員6ｍ以上の国道、
　　県道等に面すること
② 円滑な交通の確保上支障がないこと
③ 路地上敷地でないこと
④ 市街化区域より路線距離で500ｍ以上離れている
　　こと。ただし、インターチェンジ周辺はこの限りでない
⑤ 同業者間の距離は500ｍ以上の間隔（97年まで）

 

図9 商業系施設の許可事由別立地分布（1981～2000）
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3）8号許可と既存宅地制度による集積（大角豆地区） 

大角豆地区も小野崎地区と同様に、市街化区域に近接・

隣接していることから既存宅地制度によって大規模物販系

商業施設（家電量販店）や娯楽施設が立地している。また、

8 号許可によるチェーン展開型小規模飲食店・チェーン展開

型中規模飲食店・大規模飲食店などが多数集積している。8
号許可による商業系施設は茨城県開発許可運用基準によっ

て、円滑な交通の確保上支障が無いようにするために同業

種間の距離の制限や、市街化区域内の商業活動に影響を与

えないため市街化区域からの距離による制限によって立地

規制されている。しかし、この地区では IC 周辺であること

から市街化区域からの距離制限が適用外となり、さらに 97
年には同業種間の距離制限も廃止されたことから更なる商

業集積を引き起こしている。また、8 号許可は幹線道路沿線

の沿道サービス施設として許可されるが、前面道路の条件

には道路幅員が 8ｍ以上となっており、実際にはほとんどの

道路沿線で許可されるのが実態である。こうした 8 号許可

運用基準の立地条件と集積条件が不十分なために、この地

区においても無秩序な商業集積地が形成されている。 
4）10号ロ許可による商業系施設周辺部の集積（榎戸地区） 

茨城県開発許可運用基準によると 10 号ロ許可には、「市

街化の促進性の有無」「市街化区域内開発の困難性又は不適

当性の有無」の 2 つの許可要件がある。このなかで「市街

化の促進性」では、「新たな公共公益施設の需要が誘発され

ないこと・周辺の土地利用が増進されるなど大きな変化を

もたらさないこと」が判断基準とされる。この榎戸地区で

は、10 号ロ許可による複合商業施設（ショッピングセンタ

ー）とチェーン展開型大規模店舗（ホームセンター）の立

地によって、その周辺には 1 号許可によるチェーン展開型

小規模飲食店やチェーン展開型中規模飲食店が多数集積し

ており、無秩序な商業集積地を形成している。これらの 1
号許可による商業系施設の多くは、10 号ロ許可による複合

商業施設やチェーン展開型大規模店舗の出店後に立地した

ものが多いことから、実際には 10 号ロ許可によって周辺の

土地利用が増進され、市街化を促進しているのが実態であ

る。さらに交差点付近では、沿道の商業系施設に出入りす

る自動車などにより交通渋滞を引き起こしており、新たな

道路整備の需要が誘発されているのが現状である。 
 
6. まとめ  

 本研究では、地方都市のなかでも商業活動が活発で、郊

外化の要因が強い茨城県を対象として、土地利用規制制度

の実効性を検証した。その結果、統計的分析において、1 号

許可の拡大化・1 号許可と 8 号許可との混在化・既存宅地制

度や10号ロ許可における大規模商業系施設の立地によって、

市街化調整区域においても比較的容易に、様々な商業系施

設の立地が可能となっていることを明らかにした。また、

即地的分析によって、1 号許可・8 号許可の立地条件･集積

条件の許可運用基準が緩いことや、10 号ロ許可における市

街化促進性の判断の困難さによって、市街化調整区域にお

いて無秩序な商業集積地がいくつも形成されていることを

明らかにした。このような商業系施設の規制･誘導機能の低

下は、茨城県と同様な許可運用基準を設定している他の地

方自治体においても十分起こりうると考えられる。 
このような諸問題を克服し、商業系施設の立地を適正に

規制・誘導するためには、立地動向や立地特性に即した新

たな枠組みを構築する必要がある。特に近年急増中である

小規模広域型の立地特性を持った商業系施設は、集積する

ことで大規模商業施設に匹敵するほどの影響を周辺に与え

る。したがって、現行の 1 号許可運用基準の建築物用途か

ら小規模広域型の商業系施設を適用除外とし、集落内立地

のみを許容するような許可にする必要がある。さらに、小

規模広域型商業系施設を規制・誘導するために、8 号許可を

抜本的に見直すことが必要である。具体的には、無秩序で

過剰な集積を防ぐために広域的な観点から立地可能地域を

指定し、周辺環境に過大な負荷がかからない程度に集積さ

せるような誘導を図る方法などが考えられる。また、市街

化調整区域における大規模商業施設の立地には、周辺へ与

える影響を考慮した長期的な土地利用計画が必要である。 
【補注】 
(1) 研究対象地域における過去 20 年間の商業系施設の立地動向では、物

販系商業施設が 868 件・延床面積 22 万㎡に対し、サービス系商業施

設は768件・延床面積13万㎡と数量的に物販系商業施設に匹敵する。 
(2) たとえば、都市計画法第34条1号で許可される商業系施設としては、

「市街化調整区域内居住者の日常生活に必要な店舗」としており、業

務の用に供する床面積の上限などもあることから小規模で狭域の商

圏を対象としたものに限られているといえる。 
(3) 商業系施設とは、物販系商業施設（百貨店・専門店・スーパーなど）

と、サービス系商業施設（飲食店・宿泊施設・娯楽施設など）を含め

た概念である。 
(4) 研究対象施設としては、建築面積が 100 ㎡以上ある小売業・飲食店・

宿泊業・サービス業（総務省統計局日本標準産業分類大分類）を研究

対象施設とした。 
(5) 茨城県は、政令都市を含まない都道府県の中で最も大型店の出店数

が多く、可住地面積で全国 3 位、1 世帯あたり自動車保有台数で全国

3 位、可住地内人口密度で全国 35 位と郊外化の要因が大きい。（平成

12 年国勢調査より） 
(6) 茨城県つくば市・土浦市は、人口 18 万人・13 万人、商圏人口 43 万

人・36 万人の地域である。（平成 12 年国勢調査、文献 5）より） 
(7) 業種については、総務省日本標準産業分類中分類を基に分類した。

また、業態については、住宅地図上の店舗名の他に○○店と記述のあ

るものをチェーン展開型店舗とした。 
(8) 外的要因として使用したデータは、1981～2000 年の住民基本台帳、

1983・1988・1994・1999 年度の道路交通センサスを用いた。 
(9) たとえば、周辺人口が少なく交通量が多い場所に立地する商業系施

設は、広域の商圏を対象としたものであると判断できる。 
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